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（仮称）南流山地域図書館・児童センター募集概要（案） 

＊本案は、検討段階のものであり、内容が担保されるものではありません。 

 

募集スケジュール 

 

日 程 内 容 

告示日 【６月上旬】 

（募集要項等の配布は１か月間） 

募集開始 

募集要項・仕様書配布 

告示日の翌日から１ヶ月間 設計図書の閲覧 

告示日から１週間後 募集説明会 

（応募する方は参加が必須です。） 

告示日から１０日後（２日間） 質問受付 

告示日から３週間以内 質問回答 

（ホームページ上で公開します。） 

告示日から１か月後 申請の受付締め切り 

告示日から１ヶ月半頃 指定管理者選定委員会（プレゼン） 

（出席者は法人３名以内） 

＊日程については、変更になる可能性があります。 

 

申請要件 

（１）申請者 

  ア 申請者 

    法人その他の団体（以下「法人等」という。）、又は複数の法人等が共同

する共同事業体 ※個人での申請は不可 

イ 申請者の制限 

    法人等（法人格のない団体にあっては、その代表者及びその役員）が次の

いずれにも該当しないこと。 

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項 

（同項を準用する場合を含む。）に規定する者に該当するもの 

（イ）地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含  

む。）に規定する者に該当するもの 

（ウ）地方自治法第９２条の２、第１４２条及び第１６６条に該当する者 

（エ）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)、民事再生法(平成１１年法律第

２２５号)の適用を申請したもので、これらの法に基づく裁判所からの更生

手続又は再生手続の開始決定がされていないもの 

（オ）国税、県税又は市税を滞納しているもの 

（カ）労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保
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険）への加入の必要があるにも関わらず、その手続を行っていないもの 

（キ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体で

あること。また、役員に同条第６号に規定する暴力団員がいること。 

（ク）地方自治法第２４４条の２第１１項に規定する者に該当するもの 

（ケ）本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有しないもの 

（コ）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しないもの又は申

請日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにしたもの 

 

（２）申請（応募）書類 

流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第３条に

定める以下の関係書類（正本１部、副本９部）を図書館に直接提出。窓口受付の

み（郵送不可）。提出時に書類内容を確認するため、事前に来館日時を電話連絡

してください。 

  ア 流山市公の施設に係る指定管理者の指定申請書 

  イ 事業計画書及び収支計画書 

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

  エ 法人にあっては登記事項証明書 

  オ 印鑑証明書 

カ 納税証明書（３（１）イ（オ）に該当しない旨を証するもの） 

（ア）法人市民税又は市県民税 

（イ）消費税又は地方消費税 

  キ 営業許可・認可等の証明書 

  ク 直近３か年の財務状況が把握できる書類 

※上記イの収支計画書については、自主事業の収入・支出（人件費・事務費を 

含む。）は自主事業収支予算書に分けて記載してください。 

※上記エ、オ、カ、キについては、正本１部を提出して下さい。 

  ※上記エ、オ、カの書類の発行日は３か月以内のものとします。 

 

（３）必要な資格 

次の免許を取得し、資格を有する技術者を雇用しているもの（取得又は雇用見

込みを含む）。当該免許が必要な業務を再委託する場合は、再委託先の必須条件

となります。 

ア 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）に基づく警備業の認定 

イ 建築物衛生管理業の登録 

ウ 甲種防火対象物の防火管理者の資格（再委託不可） 
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（４）留意事項 

 ア 重複提案の禁止 

   １申請者につき、当該施設に対する事業計画等の提案は１案とします。 

 イ 提案内容変更の禁止 

   提出された書類の内容を変更することはできません。ただし、軽微な修正

の場合は、この限りではありません。 

 ウ 虚偽の記載をした場合 

   申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

 エ 公募参加の辞退 

   公募参加を辞退する場合には、事前に市と協議した上で指示に従ってくだ

さい。 

 オ 費用負担 

   申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

  カ 提出書類の取扱い 

（ア）提出書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

（イ）提出書類は、選定委員会で審議されるほか、議会における審議で使用さ 

れる場合があります。 

なお、提出書類について第三者から開示請求があった場合は、申請者と

市で協議するものとします。 

  キ 接触の禁止 

    公募開始後、選定委員会の委員に対して、募集選考についての接触を禁じ

ます。接触の事実が認められた場合には失格となることがあります。 

  ク 共同事業体の場合の取扱について 

    共同事業体の場合には、構成するすべての団体が（１）イの事項に該当し

ないものとなります。 

    また、応募以降の構成員の変更は認めません。 

 


